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令和４年度第１回町内会長会議議事録 

 
［１］ 日 時   令和４年６月２５日（土） 
          午前１０時～１１時 
 
［２］ 場 所   志木市民会館  ２階 ２０３・２０４・２０５室 
［３］ 出席者   合計６３名 
   

 役 員      町内会連合会長（柳瀬川）    竹前 榮二 

                    町内会連合会副会長（城）    高橋 敏次郎 

                町内会連合会副会長（市場）   菊原 英之 

                    町内会連合会副会長（上木）   関根 正男 

                    町内会連合会監事（南の森壱番街）宮下 博 

                    町内会連合会監事（仲町）    内野 由浩 
町内会連合会監事（柏）     嘉永 秀恒 

                    町内会連合会会計（大原）    高橋 貫 

 
町内会    寿町町内会長          森下 冨士男 
      上町町内会長          髙橋 恒夫 
      双葉町町内会長  柴崎 英雄 
      中野町内会長           渡辺 政男 
      大塚町内会長          大野 静雄 
      中道町内会長          関根 晃 

愛宕町町内会長                 山中 政市 
      西町町内会長          進藤 正隆 
      久保町内会長          金森 隆信 

城ヶ丘町内会長         青木 秀夫 
福住町会長           斉藤 昭弘 
館町内会長           山本 寛紀 
羽根倉町内会長         髙橋 剛 
宗岡三区町内会長        大熊 克範 

      宗岡四区町内会副会長      佐々木 静 
      宗岡五区町内会長        渡辺 進 
      宗岡六区町内会長        榎本 和敏 
      ニューハイツ町内会長      鈴木 貞行 
      志木ハイデンス町内会長     石田 勉 
      グリーンパーク志木町内会長   齋藤 武司 
      南の森弐番街町内会長      服部 浩一 
      東の森壱番街町会長       阿部 竜一 

東の森弐番街町会長       浅川 恵弘 
      中央の森壱番街町内会長     遠藤 江美子 

中央の森弐番街町内会長     小澤 純 
ガーデンプラザ町内会長     井出 桂一 
シーズクラブ町内会長      高見 泰年 

      志木の杜町内会長        南郷 康彦 
 

（欠席町内会： 東町町内会、中央の森参番街町内会） 
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市関係者  市長             香川 武文 

副市長            櫻井 正彦 
教育長            柚木 博 
総合行政部長         村山 修 
総務部長           豊島 俊二 
市民生活部長         松井 俊之 
福祉部長           中村 修 
子ども・健康部長       大熊 克之 
都市整備部長         中森 福夫 
市長公室長          松永 仁 
会計管理者          榎本 章一 
上下水道部長         細田 雄二 
議会事務局長         北村 竜一 
監査委員事務局長       近藤 政雄 
教育政策部長         今野 美香 
生活援護課長         佐々木 大司 
総合窓口課長         細谷 高史 
総合窓口課主事        徳山 大樹 
環境推進課長         末永 隆宏 
健康政策課長         清水 裕子 
健康政策課主任        松前 瑞紀 
都市計画課主幹        園原 絋佑 
                

事務局   市民活動推進課長       佐野 由美子 
市民活動推進課主査      小山 貴行 
市民活動推進課主任      古門 由美子 
市民活動推進課主事補     細田 詩織 
市民活動推進課        野口 敏明 

 

［４］ 内 容 (司会：宮下町内会連合会監事)  

１ 開  会  菊原町内会連合会副会長 

 

 ２ あいさつ  竹前町内会連合会長 

         香川志木市長 

 

 ３ 町内会長自己紹介 

 

 ４ 議長選任 

議長の選任について、立候補者を募ったが、挙手なし。竹前連合会長よ

り、宗岡三区町内会長の大熊会員が選任される。 

 

５ 町内会からの付議等(議長：大熊会員) 
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（１）民生委員・児童委員の選出について 

◇ 付議者（町内会連合会） 

  関根副会長より付議の概要が説明される。 

◆（生活援護課長） 

   各町内会において、退任する民生委員の後任の推薦に大変ご負担

をおかけしていることは、十分認識している。 

 逐次、志木市民生委員・児童委員協議会に推薦状況を報告し、

後任が決まっていない民生委員には改めて後任探しをお願いする

とともに、退職した市職員への声がけなどを通じ推薦に結びつくよ

う取り組んでおり、あわせて継続して活動していただく民生委員・

児童委員や OBにもご協力いただき、後任探しを進めている。 

今後、各町内会において、後任となる方の選定が困難な場合には、

事務局である生活援護課までご連絡いただき、今一度、担当課でも

思案していきたいと思いますので、引き続き、ご協力をお願いした

い。 

 

（２）町内会補助金の増額について 

◇ 付議者（市場町内会） 

  市場町内会長より付議の概要が説明される。 

◆（市民活動推進課長） 

      町内会補助金の増額について、長い間、補助金額に変更がない

ことは事務局でも承知している。 

      町内会の補助金について地域の状況や町内会加入率等も大きく

変化していることから、補助金の算出方法を含めて、見直す時期

であるのではないかと考えている。 

      しかしながら、市の財政的なこともあるため、すぐに回答する

ことはできないが、今後予算編成の中で、補助金も含めて、総体

的に勘案しながら慎重に議論していく。 

 

６ その他 

  大人数での開催であり、窓が少なく換気がしづらい会場であったことか

ら、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、質疑については

市民活動推進課にて拝受し、後日、回答文書を郵送にてお答えすること
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とした。また、町内会長会議当日、「町内会長が一堂に集まる機会はな

いため、この場において質疑を受けた方がいいのではないか」との意見

があったことから質問をお受けした。※この時の質問についても、後日、

文書にて回答した。 

 

◇上町町内会髙橋会長より 

 ①町内会補助金について、全町内会一律にできないか。 

 ②視察研修や新年会等の会長・副会長の参加費について、町内会によ 

って、全額個人負担、一部町内会負担、全町内会負担と負担方法が 

様々であることから、統一できないか。 

 

◆（市民活動推進課長） 

①町内会補助金については、町内会補助金交付基準に基づき、世帯数

や副会長数など町内会の規模に応じて、金額を算出している。町内

会により、規模が異なることや、町内会費や事業内容についても各

町内会で相違していることから、全町内会の補助金額を一律にする

ことは難しい。 

②各町内会において、財政規模や参加者負担に対する考え方などが異

なること、町内会予算は自治運営によって決められていることから、

研修等の参加費の負担方法を統一することは難しい。 

 

７ 町内会連合会からのお知らせ 

 （１）町内会連合会新役員紹介 

 

８ 市役所幹部職員紹介 

 

９ 市からのお知らせ 

 （１）マイナンバーカード作成にかかる出張の申請補助について 

    説明者：総合窓口課が説明する。 

    マイナンバーカードの申請補助を希望される町内会に対し、市職員

が各町内会館等へ出向き、必要な写真を無料で撮影するなど、申請

のサポートを行う。希望される町内会は担当課まで連絡をいただき

たい。 
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 （２）志木市高齢者等ごみ戸別訪問収集について 

説明者：環境推進課が説明する。 

日常生活で生じる一般廃棄物（可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみ）

をごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯を対象に家庭ごみ戸別訪

問収集を行っている。ゴミ出しでお困りの世帯があればこの事業を

周知していただきたい。 

また、缶用のネットを作成し、用意ができたので活用してほしい。 

 

 （３）志木市いろは健康ポイント事業新規参加者募集について 

説明者：健康政策課が説明する。 

    健康プログラムに参加した時のポイントや歩数に応じたポイントを

獲得して楽しみながらできる「志木市いろは健康ポイント事業」を

実施している。町内会の皆様も参加いただき、周知にも協力いただ

きたい。詳しい内容は、広報７月号にも掲載されている。 

 

（４）朝霞地区交通安全協会志木支部の支部員募集について 

    説明者：都市計画課が説明する。 

    地域の町内の子どもたちが安全安心に通学・通園できるよう、交通

安全運動期間中に街頭指導等を行ってくれるメンバーを募集してい

る。以前は３０名いたが、１６名まで減少している。現在不在の町

内会に対しては、子どもたちの安全安心を確保するためにも志木支

部から個別に町内会長へご相談に行くので協力してほしい。 

 

 （５）①防犯カメラ増設の進捗状況について 

    説明者：市民活動推進課が説明する。 

    令和４年から３か年で５０基の防犯カメラを増設する予定としてい

る。各町内会からの要望場所の確認と市職員による現地調査は完了

している。今後は、設置可否に係る調査や業者による設計業務を準

備している。専門業者の調査が完了後、令和５年・令和６年に２５

基設置予定となる。設置の際は町内会にもご協力をお願いしたい。 

 

    ②町内会コミニティふれあいサロン活動支援事業について 

説明者：市民活動推進課が説明する。 
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町内会館などを活用し、地域の通いの場となるサロン活動を週１回

以上行った町内会へ支援をしている。ぜひサロンを開設してほし

い。年度途中の申請も可能であり、不明な点などあれば、説明に伺

うので相談していただきたい。 

 

③新庁舎・いろは親水公園完成イベントについて 

説明者：市民活動推進課が説明する。 

６月末に新庁舎が完成する。いろは親水公園も７月末でリニューア

ルオープンする。 

７月３１日新庁舎完成記念イベントを午前１０時から午後７時まで

開催する。 

内容について、一部紹介があった。 

・新庁舎・いろは親水公園ポイントめぐり 

・模擬店、キッチンカーなど飲食スペースの紹介 

・市内の神輿６基が一堂に集まる。 

７月中旬には市内の公共施設にチラシを配布予定、詳しくは、広報

７月号にも掲載を予定している。当日は是非お越しいただきたい。 

 

 10 閉  会  嘉永町内会連合会監事 

 


